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2006 年 10 月 13 日の昼下がり、英国北
ヨークシャーに住む Peter Hoe が自宅
で刺し殺されているのが発見された。こ
の事件では、遺体の近くにあったプラス
チック片から採取された少量の DNA か
ら、Terence Reed と David Reed の兄
弟がこの殺人に関与しているとされ、翌
2007 年、有罪判決を受けた。

ところが 2009 年、この判決に対す
る控訴審で、ごく少量の遺伝物質から
DNA プロファイルを得る「低コピー数
解析」という技術の信頼性や解釈に関し
て疑問が提示された。控訴審で、Reed
兄弟の弁護士は次のように主張した。

この鑑定を担当した Forensic Science 
Service（FSS）社（英国バーミンガム）
の Valerie Tomlinson は、Reed 兄弟の
DNA がどうやってプラスチック片（2
本のナイフの柄が壊れたものだと考えら
れた）に付着したのかまで推測したが、
これは彼女の業務を逸脱している、と。
控訴は 2009 年 12 月に却下されたが、
こうした微量の DNA から容疑者を特定
できる方法については、現在、もっと重
大な疑問が浮かび上がっている。

Peter Hoe 事件は、研究者や法律関係
者の間に低コピー数解析を巡る激しい論
争があることを、社会へ知らしめたごく

最近の事例である。一部の関係者は、低
コピー数解析によって得られる DNA プ
ロファイルは再現性がないうえに汚染さ
れやすく、また正確性を科学的に判断す
る有効な手段がないと主張している。加
えて、鑑定に用いられた手法や手順は捜
査機密というベールで覆い隠されてい
る。そのため、法医科学研究者の中には、
この慣行そのものの見直しとまではいか
ずとも、少なくとも得られた DNA プロ
ファイルの解釈について見直すよう求め
る者もいる。

捜査で低コピー数解析が認められてい
る国は、英国やニュージーランドなど
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DNA鑑定の落とし穴

DNA鑑定は科学捜査における究極の判定材料だと考えられている。

しかし、犯罪現場に残された極めて微量のDNAを同定することに対して、

疑問が投げかけられている。DNA鑑定はどこまで信頼性があるのだろうか。
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DNA’s identity crisis
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一握りにすぎないが、適用された事例
は数多い。FSS 社によれば、この技術が
1990 年代後半に開発されて以来、同社
は 2 万 1000 件を超える重大な刑事事件
に用いてきたという。低コピー数解析の
有効性を支持する最近の控訴審から、裁
判所はこの解析法をますます採用するよ
うになるだろうと考えられる。しかしな
かには、この解析法がより広く容認され
ることで、DNA プロファイリングが科
学捜査の中心的基準だとする、20 年を
かけて築かれた高い評価が脅かされるの
ではないかと考える関係者もいる。一般
市民の印象に反して、「DNA は完璧な
証拠ではない」と、Innocence Project
の共同責任者である Peter Neufeld はい
う。この組織は、ニューヨークに拠点を
置く権利擁護団体で、不当な有罪判決を
覆すために DNA の証拠をもっと広く利
用することをよびかけている。

英 国 の 遺 伝 学 者 Alec Jeffreys は、
1980 年代に DNA のプロファイリング
法を開発した。DNA プロファイルは、
ゲノム全域に散在する、縦列型反復配列

（STR；マイクロサテライトともよばれ
る）という短い DNA 反復配列のパター
ンで表される。反復数は個人差が大きい
ので、これらの STR の長さも人によっ
てさまざまである。したがって、科学捜
査官はいくつかの STR について反復数
のピークを調べることで、犯罪現場に
残された DNA が容疑者のものかどうか
を、確率として算出することができる。

遺留細胞はごくわずか
STR を検出可能レベルまで増幅するた
めに、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）が
使われる。PCR で増幅した DNA は電
気泳動により大きさ（長さ）に従って分
別される。それぞれの大きさの STR は、
電気泳動ゲルや解析グラフ上の決まった
位置にバンドやピークとして現れ、これ
をデータベースや個人のものと比較検討
することができる。

標準的な DNA 解析には、およそ 200
ピコグラム（1 ピコグラムは 1 兆分の 1

グラム）の DNA が必要とされ、これは
細胞にして 33 個分、染色体数が体細胞
の半数（半数体）の精子ではその 2 倍
の個数に相当する。通常、血液や精液と
いった目に見える試料からは、十分な量
以上の DNA が得られる。しかし、ほん
の数個の細胞からでも DNA プロファイ
ルを作成できるようにするために、解析
の精度を上げる方法が開発されてきた。
そのなかには、より多くの DNA コピー
を得るために PCR の回数を増やしたり、
残留試薬を試料から除去したり、PCR
で増幅した DNA をより多く高い純度で
精製したりする方法がある。多くの場
合、低コピー数解析開始時の試料の量は
不明確である。同じく PCR に基づく定
量法では、DNA が存在しないことも示
せるが、検査官は少なくとも部分的なプ
ロファイルを作成することができるだろ
う。こうした精度の高さは、すばらしい
ものだが、マイナスの側面も伴う。

どの試料であっても、解析中には、結
果を歪めるような大なり小なりのランダ
ムな変動が生じてしまう。オリジナルの
試料に存在するはずの STR が現れない
という、「ドロップアウト」効果が起こ
る可能性もある。逆に、試料に存在しな
い STR がプロファイルに現れる場合も
ある。この「ドロップイン」効果は、汚
染によって起こりうる。

しかしながら、これらの確率的影響は
容易に見つかり、標準的解析から除外で
きる。総括的な解析に十分な DNA が存
在し、また、一般に本物の STR からの
強いシグナルは、ドロップイン効果で見
られるぼんやりしたピークと明らかに区
別することができるからだ。しかし、た
とえうっすらとしたシグナルでも、本物
のシグナルが出そうな場所に近いところ
にあったなら、人為的に増幅されて、そ
れらしく見えてしまうだろう。

米国連邦捜査局（FBI）の元科学捜査
官で、現在は北テキサス大学（米国フォー
トワース）で科学捜査にかかわる遺伝
学を研究している Bruce Budowle は、
Reed 兄弟の控訴審で低コピー数解析に

批判的な証拠を提出した。彼は、低コピー
数解析において 1 つのシグナルが真実
かどうかを判定する方法の正当性はまだ
確認されていない、と主張している。

低コピー数解析では、科学捜査官は通
常、限られた量の DNA 試料を 2 つか 3
つに分割し、そのうち 2 つを解析する。
もし可能であれば、3 番目の試料は弁護
側のために保存される。解析結果に完全
な再現性はなく、プロファイルは符合し
ないことがしばしばであり、捜査官は一
般に、2 つの解析で現れた STR シグナ
ル群を真実のものとして認める。この慣
行が気になるのだと Budowle はいう。

「このやり方のロジックはわからなくは
ないが、その信頼度はまだ評価されてい
ないのです」。

個人に内在するバイアス？
科学捜査によくある慣行は、誤ったバイ
アスをかけることにもつながりかねない
と、ライト州立大学（米国オハイオ州デ
イトン）の分子進化学者 Dan Krane は
いう。「科学捜査官たちの話では、一緒
に調べる参照用の試料があれば、試料
DNA に由来するものとノイズとを区別
するのは、簡単だといいます」と彼は話
す。低コピー数解析法でもほかの解析法
でも、多くの場合参照用試料は容疑者の
DNA であり、犯罪現場で採取された試
料に現れた不鮮明なピークは、容疑者由
来の強いピークと並べてみることで、い
かにも同一らしく見えてしまう可能性が
ある。Krane によれば、解析手順内に
盲検を行うことになっている研究所は、
米国内でわずか 2 か所だけだという。

低コピー数解析法を使う科学捜査研
究所は、結果の解釈に関するガイドラ
インを明らかにしたがらず、そのため
批判の声が高まっている。Budowle は、
科学捜査研究所には詳細事項の開示を
義務付けるべきだという。彼は、この
解析技術の再現性に関する問題を踏ま
えて、これらの解析手順が揺るぎなく
信頼できることが絶対に必要だと主張
する。しかし、「実際に何をやっている
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かを開示している科学捜査研究所は皆
無です。機密情報だというのです」と
Budowle は話す。

FSS 社には何度かインタビューを申し
込んだが、回答はなかった。以前 FSS
社で低コピー数解析法を開発し 1、現在
はストラスクライド大学（英国グラス
ゴー）在籍の法医科学者 Peter Gill は、
低コピー数解析の科学的な質に「問題は
ない」という。低コピー数解析があまり
に高感度であるために、通常の方法で解
析する場合よりもドロップイン効果とド
ロップアウト効果が目立ってしまうとい
うのだ。深刻な問題は、清浄な条件で解
析を行うことと、ネガティブ・コントロー
ルをモニターすることで回避できるはず
である。

ドロップイン効果とドロップアウト効
果は、統計学的に調整することも可能で
あり、人間による判断への依存度を軽減
できると彼はいう。しかし、こうした確
率的影響に対処した確率理論は、科学捜
査の領域ではまだ使われていない。統計
学者には既存の理論を科学捜査へ応用す
るだけの研究資金がないのだと、Gill は
話す。「残念ながら、より正しい解釈を
可能にするツールの開発は、この 10 年
間の科学捜査の進歩に追いつけていない
のです」。

こうしたあらゆる懸念から、いくつか
の国は、低コピー数解析を用いることに
慎重になっている。米国 FBI は 2001 年、
低コピー数解析は、行方不明者と思われ
る人骨の身元確認など、米国内の特定の
事例に限って使用するよう推奨した。

低コピー数解析の使用は、英国でも論
議をよんでいる。Sean Hoey は、1998
年に北アイルランドのオマーの中心街
で起こった爆破事件で、29 人を殺害し
た罪で告訴された。彼に対する申し立
ての中心になったのは、このテロで使わ
れた爆弾の部品に残された DNA の低コ
ピー数解析だった。Hoey は、2007 年
に控訴審で釈放された。この事件を担当
した裁判官は、「低コピー数解析法の科
学的、方法論的妥当性の現状に関する懸

念」を表明し、英国の裁判所での採用が
停止された。

しかし、2008 年に英国で発表された
再検討結果で、低コピー数解析法は「着
実な解析」であり、「目的にかなってい
る」と結論付けられ、再び採用されるよ
うになった 2。2009年3月、米国カリフォ
ルニア州のある裁判官は、低コピー数解
析の結果の解釈に用いられる手順や統計
手法は科学的見地から容認できないと
し、この種の証拠は認められないと裁定
した。その一方で、最近、ニューヨーク
州最高裁判所の裁判官は、ある殺人の裁
判で、低コピー数解析の DNA の証拠を
排除すべきだという申し立てを拒否し、
この解析技術は信頼できるものだとする
裁定を下している。

法廷は低コピー数解析の科学を討論
する最適な場ではないと、英国グラス
ゴーにある法医学研究所の所長、Allan 
Jamieson はいう。同研究所は、英国警
察に科学捜査サービスを提供している。

Reed 兄弟やオマー爆破事件の裁判で
証拠を提出した Jamieson は、法医学研
究者たちは、解析手順を確認して、低コ
ピー数解析によって明らかになった諸問
題をさらに調べるべきであり、そうする
ことで初めて、研究者も法廷も解析結
果を信頼できるのだと話す。「ある物体
に誰かの DNA が付いているからといっ

て、その人物が触ったとは限らないので
す。しかし、一般の人々はそうは思いま
せん」と Jamieson はいう。Reed 兄弟
のケースでは、兄弟が問題のナイフのプ
ラスチックの柄に直接触ったのか、それ
とも、彼らの DNA が誰かほかの人物の
接触を介して間接的に運ばれたのか、あ
るいは「くしゃみ」によって飛んだのか
ということが、争点となった。

Budowle によれば、「低コピー数解析
を使っても、その組織が誰に由来するも
のなのかまでは言及できない」のだとい
う。裁判事件で低コピー数解析の結果を
解釈するとき、科学捜査官は「その境界
線を踏み越えてしまうのです」と彼は
話す。しかし、Gill は意見を異にする。

「科学捜査官は法廷で、その証拠が何を
意味するのかを説明すべきであり、そ
の DNA がどうやって付着したのか、そ
の可能性すべてを説明する責任がありま
す。その後、判断を下すのが裁判所なの
です」と彼はいう。この議論はまだまだ
続きそうである。 ■
� （翻訳：船田晶子）

Natasha Gilbert はロンドン在住のライター。
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